
〇指定収集袋は使用しないでください。
〇透明・半透明もしくはレジ袋に入れて出してください。
〇収集日の午前８時半までにお住まいの
　地区の決められた集積場に出してください。
〇収集物が軽いので、飛散防止のため風が強い日などは次回の収集日に出すなどのご協力をお願いします。

　

　

　

　

　

　

　

　

食料品や日用品の袋 ボトル類

☞ この識別マーク
があるものが対
象になります。

出せるもの（容器・包装対象で、汚れが落とせるもの）

食料品の白色・有色・模様付トレイ パック・カップ類

　

透明・半透明の袋 レジ袋

資源ごみ（プラスチック製容器・包装）の出し方

〇食品の残りや食べ残しおよび汚れは取り除き、軽く水洗いし、乾かしてから出してください。
〇食品ロスの削減にご協力ください。詳しくはP3 参照
〇水洗いしても汚れが取れない場合は、可燃ごみで出してください。
〇緩衝材・魚のトロ箱などはプラマーク　　があっても可燃ごみとして出してください。
　（これらの物が含まれると再生利用できなくなるため、皆様のご協力をお願いします。）

〇プラスチック製容器・包装として収集できるものは、プラマークが
　ついています。ただし、汚れがひどく洗っても取れない場合や
　発砲スチロールは、可燃ごみで出してください。詳しくはP6参照
〇ライターは火災の原因となりますので資源ごみとして、専用のコンテナに出してください。詳しくはP14 参照

出し方のルールとマナー

注 意

注 意

月1（2）回収集
(地域のごみ集積場)

※ふたははずしていっしょに出してください。
※ノズルは対象外で処理してください。

●肉や魚などの生鮮食品トレイ
●菓子・海苔・カレールーなどの仕切りトレイ
●惣菜・寿司・果物のトレイなど

●インスタント食品・冷凍食品の袋
●パン・お菓子・野菜などの袋
●衣料品・トイレットペーパーなどの日用品を梱包
　 している袋
●詰替用洗剤の袋・レジ袋など

●卵・豆腐・菓子・のり・ハムなどのパック
●プリン・ゼリ―などのカップ
●コンビニ弁当の容器
●カップ麺・インスタント食品の容器など
　 (カップ麺ふたの銀紙は可燃ごみに出してください。)

●調味料・たれ・つゆ・ドレッシングなどの容器
●食用油・乳酸菌飲料などの容器
●洗剤・シャンプー・リンスなどの容器
●目薬・うがい薬などの容器

果物などのトレイ

レジ袋・衣料品・トイレット
ペーパー・日用品などの袋・
詰替用洗剤の袋

パン・お菓子・
野菜等の袋、
あめなどの包み
（個包装）

生鮮食品・
コンビニ弁当
等のラップ、
カップめん等の
外側フィルム

インスタント食品・
冷凍食品などの袋

食用油・たれ・つゆ・ドレッシング・
乳酸菌飲料などの容器

洗剤・シャンプー・リンス・
化粧品などの容器

うがい薬・目薬
などの容器

お惣菜・生鮮食品・
お寿司などのトレイ

お菓子・海苔・カレールゥ等の
仕切りトレイ

カップめん・プリン・
ゼリーなどのカップ

卵のパック・果物・
ハムなどのパック

コンビニ弁当・納豆・
豆腐などの容器

薬・化粧品 乾電池等の
パック

プラスチック製のトレイ（皿形容器）類 プラスチック製のカップ・パック類

プラスチック製のボトル類
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●ペットボトル・プラスチック容器などの ●みかんや玉ねぎなどのネット

　プラスチック製のふた・キャップ類 ●歯ブラシなどの入っていた容器

●ペットボトルや容器類に付いている ●錠剤などの容器

　フイルム・ラベルなど 　などプラマークのあるもの

　※プラスチック製容器包装とは、プラスチック 　商品そのもの
　　（樹脂）を主原料にした、ボトル、フィルム、 　　プラスチック製品で製品そのものに価値

　　成形品、チューブ、複合材など様々な種類の 　　があるもので、購入後一定期間の消費を

　　容器包装のことを言います。 　　経るものとなります。

注意:トロ箱や緩衝材はプラマークが

　　　あっても可燃ごみで出してください。

油などで汚れたもの

チューブ類など汚れ

が取れにくいもの

ふた・ラベル類 ネット・チューブ・その他

　

『プラスチック製容器・包装』とは？

プラスチック製容器・包装は国の排出基準を満たすために、リサイクルプラザで集積場に排出され
た袋を一度すべて破いてから中身がわかる状態にして、不適合物などの仕分けを手作業で行ってい
ますので、ごみ集積場に出す際には、できる範囲で大きな袋にまとめていただければ作業しやすく
なります。

◎坂出市からのお願い

は　　い いいえ

は　　い いいえ

プラマーク　　　が付いていますか？また、商品を入れる（包んでいる）ものですか？

水ですすぐと汚れ（中身）を取り除けますか？チェック②

チェック①

注意:プラスチック製品すべてが、プラスチック製容器・包装とは限りません。

資源ごみ(プラスチック製容器・包装) 可燃ごみ 不燃ごみ
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分別されずに資源ごみ（プラスチック製容器・包装）として出されたものの一例

汚れが落ちないもの、中身が取り除けないものも可燃ごみに出してください。

▲これらは資源ごみ『プラスチック製容器・包装』として、集積場に出ていた一例です。
　資源化するにあたり大変支障となりますので、正しい分別にご協力をお願いします。

可燃ごみとして出してください。

不燃ごみとして出してください。

資源ごみ（プラスチック製容器・包装）の再資源化後の一例

●梱包用のひも●緩衝材●魚のトロ箱●スポンジ●ストロー●ビニール手袋●その他

●プラスチック製スプーン●プラスチック製ハンガー●歯ブラシ●安全カミソリ●洗面器●灯油ポンプ●その他

●パレット ●マンホールの蓋 ●プランター ●車止め
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